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市場統合をめぐる論点 

• そもそもどれぐらい統合しているか？ 

• 市場の統合の阻害要因は何か？ 

• 市場が統合する過程で，どのような摩擦が生
じたか？  

• それらをどう解決したか？ 

–技術的解決（例，鉄道，携帯電話等） 

–制度的解決 →  「市場を創る」（＝経済発展） 

• 市場が統合した結果，何が起きたか？ 
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事例 

3 



逆淘汰：事例 

• 産地と「声価」 

• コメ流通と米穀検査 

• 不正肥料問題 

• 蚕糸・絹織物業の統治 

• 生鮮食料品市場の形成 

• 政府の役割 



 
事例 

産地と「声価」 
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産地の「声価」（集団的評判） 

• 「声価」概念（四方田，2008） 

• 戦前しばしば使われた（農商務省等） 

• 情報の非対称性に起因する 
– 「粗製濫造」とセットで語られる 

• 統計的差別に基づく 
– 産地に付随：「本邦製品の声価」 

• 公共財である 
– 供給に協調（コーディネーション）が必要 

– 産地の声価にただ乗りする業者が出てくる 
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「声価」の理論 

• “Collective reputation” 

–  Tirole (1996); Winfree and McCluskey (2005) 

• 「声価」は共有資源 

–グループのメンバーは共通の「声価」を共有する 

• 「声価」は動学的に変化する 

– 「声価」はグループの過去の品質に依存 

• メンバーが増えると，声価は下がる 
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「声価」維持に強制力，コーディネーションが必要 



 
事例 

コメ流通と米穀検査 
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コメの粗製濫造問題 

• 大豆生田（1997） 

• 北海道における秋田米の評価（1894年）： 
秋田米は「越後，越中産に比して品質劣」 

– 1）乾燥不良のため「腐気」を生じる（「秋田腐米」） 

– 2）俵装が「極めて粗悪」のため破損・脱漏する 

– 3）品質が不統一で一定した等級がない 

• あっても，「積出産地勝手」 
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品質保証制度の変遷（1）：自主検査 

–持田（1970）；玉（1986） 

• 改良組合，同業組合による自主検査 

• 法的根拠： 

–同業組合準則（1884），重要輸出品同業組合法
（1897），重要物産同業組合法（1900） 

• 移出検査が主（県外移出の際の出口検査） 

• 商品の形態上・流通上の標準化 

–俵装の改善，品質等級ごとの選別 
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コメ自体の品質
向上ではない 



品質保証制度の変遷（2）：県営検査へ 

• 自主検査の限界 

–強制力がない 

–移出検査に限られる → 品質改善に繋がらない 

• 県営検査への流れ 

–産地の「声価」＝公共財 
   強制・コーディネーションの必要性 

–品質改善（産米改良）の必要性  生産検査 

• 品種，生産・調整過程の改良 
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品質保証制度の変遷（3）：県営検査 

• 1901年，大分県の県営検査が嚆矢 

• 1910年： 
– 農商務省令「重要物産ノ手数料ニ関スル件」 

– 農商務省次官通牒「重要物産ノ検査ニ関スル件」 

• 省令・行政指導ベース（法律によらない） 

 

• 強制力あり 

• 生産検査＋移出検査 

• 市場での産地間競争が導入を後押し 
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「売買の自由」に抵触する検査の強制
を法律という国家規範にできない 



生産検査定着への努力 

• 課題：地主小作人間の利益の分配 
–地主：高品質化によって利益↑ 

–小作人：調整等の費用負担↑ 

 

• 解決手段 
–等級に応じた奨励米の支払い 

–県による小作人保護奨励 
• 地主による小作人への奨励策の要請 

• 地主会の組織化 ← 統一的な奨励レートを協定 
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生産検査の導入
や分配を巡って 
小作争議も発生 



例：宮城県の取り組み 
大豆生田（2003） 

• 1878年：粗悪米取締規則（商人対象） 

– 水吹，異物混入，容量・重量不正，乾燥不良の取締 

• 1879年：共進精良米仕立方申合書（生産者対象） 

–乾燥，精選，俵装等，調整過程の改良 

• 1881～1884年：中断 

• 1884年：46号布達  二段構えの検査制度 

–米穀商組合の組織化 

–移出検査 
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46号布達：米商組合の組織化 

• 米穀商の組織化 

– 「最寄町村連合して」各郡1～5つの米商組合 

–規約を定めて県の認可を受ける 

• 規約の例： 

–品質により「価格等差」を定める 

–不良や不正がある場合は移出禁止 

–移出時の俵装を完全に．容量を4斗に． 

–役員，費用徴収，会議，違約者処分の規定 
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46号布達：宮城県米商組合取締所規約 

• 各米商組合が検査した産米のうち，管外移出
するものを再検査 

• 検査所：石巻および沿岸の移出港 

• 検査体制 

–管外移出検査：移出港など 

–届出検査済の「証印」なしの積み出し禁止 

• 品質が粗悪であっても，検査のうえ明記すれ
ば販売可能だった 
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検査の浸透 

• 罰則を伴う仲裁規定 

• 報奨制度 

• 声価の高まり（差別化） 
– （混入）1石に3升の粗悪米  3.5円／石 

– （精選）0.97石の中等米       5.0円 になる 

 

東京市場にて 

– 「改良米」 「精撰米」として「粗製米」と区別される 

–価格プレミアムがつく 
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まとめ 

• 産地ごとの同業組合による自主検査 

• 県営検査へ 

–産地「声価」＝公共財供給のための強制と協調 

 

• 産地間競争による連鎖的な普及 
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事例 

不正肥料問題 
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人造肥料の登場 

• 市川（2001）；高橋（2010） 

• 人造肥料の導入期： 

– 「人造肥料はその外見従来の肥料と甚だしく異り，
恐らく当時の肥料概念を以てしては想像も及ばな
いものであって，化学肥料に対する智識の皆無
なその頃の一般農家は勿論，肥料取扱業者すら
この新肥料を理解するに能はず」 

– 「人造肥料の発売当時，こんな石か砂のやうなも
のを金を出して買うなどとは馬鹿げていると一笑
に附された」 
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不正肥料問題 

• 不正・粗悪肥料 

–土砂塵芥の混入 

–偽装（砂や粘土に油の臭いをつけて油粕とする） 

• 背景 

–配合肥料の普及 

–肥料業者の新規参入 

–肥料と事業者に関する情報の不足 
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依頼分析制度（1893年～） 

• 農商務省農事試験場で肥料の成分を検査 

• 「公衆」からの依頼に基づく．任意． 

• 低い手数料 

• 利用者：生産，流通，消費すべての関係者 

–多いのは新規参入した販売業者，製造業者 

• 分析結果の利用方法：シグナリング 

–広告，パンフレット  自発的な情報開示 
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依頼分析を使った
シグナリングの例 



肥料取締法 

• 依頼分析制度の限界 

–任意であり，「依頼」がなければ識別できない 

 

• 肥料取締法（1901年施行，1908年改正）： 

–成分保証票の添付義務 

–肥料製造・輸移入・販売の免許制 

–罰則規定あり  依頼分析は任意  
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売り手・買い手の対応 

• 売り手・流通側の対応 

–商標・ブランド，依頼分析 

–貸売（肥料前貸し・収穫後に代金回収） 

 

• 買い手側の対応 

–共同購入 
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事例 

蚕糸業 
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蚕糸業 
上野（1994：第III章） 

• 蚕種・生糸：開港後の日本の重要輸出産業 

• 輸出向け生糸の品質向上と管理に迫られる 

–優良統一原料繭の調達 

–原料（繭，蚕種）レベルからの管理が必要 

 

• 政府による介入   → 各種規制 

• 製糸家自身の取り組み → 特約取引 
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蚕糸業への政府の介入 

• 蚕糸業法（1911年公布，1912年施行） 
–蚕種の製造・販売の取り締まり 

–蚕種製造業者の免許，製造条件，検査に関する
規定 

• 原蚕種管理法（1934） 
–国の指定品種以外の蚕種の飼育・販売の禁止 

• 輸出生糸検査法（1932） 

–国立の生糸検査所の格付・正量検査を受検し，
格付けされないものの売買・輸出を禁止 
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特約取引 

• 特約取引： 

–製糸業者と養蚕農家間の，繭の予約生産売買 
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製
糸
家 

養
蚕
農
家 

•蚕種の配布 
•技術指導 
•整備の供給 
•金融（前貸し） 

•原料繭 



特約取引のメリット 

製糸家 養蚕農家 
蚕種の計画的製造販売 高い販売価格 

原料繭の品質の規格化 技術指導 

繭の転売の防止 蚕具，蚕種，肥料等の資
金の貸し付け 

原料の安定調達 
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事例 

絹織物業 
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輸出向け絹織物の粗製濫造問題 

– 橋野（2007：第3章） 

• 「領事報告」： 海外駐在する領事が本国へ送達
した現地の通商経済情報や貿易報告 

 

• 粗製濫造 
– 「本邦羽二重カ粗製濫造ニ流レタルタメ，羽二重一般
ノ声価ヲ失墜シタル事モ輸入ノ上ニ又タ多少影響ヲ
及セリ．」 

• 見本と異なる 
– 「本邦羽二重ノ欠点ハ粗製並ニ見本相違ニアリ」 

 
32 



輸出向け絹織物の粗製濫造問題 

• 品質粗悪 
– 「糊付羽二重ハ一見地質緻密ニシテ光沢ヲ帯ヒ美麗
ナルカ知シト雖モ，一度洗濯スルトキハ忽チ糊剥レ
量目及ヒ光沢ヲ失フノミナラス，其品質概シテ粗悪ナ
ルヲ以テ洗濯スル毎ニ糸槎レ，再ヒ旧態ヲ維持スル
能ハス」 

• 越前羽二重／証票の濫用 
– 「福井縣採産羽二重標本甲乙ノ二種ヲ検スルニ，両
者ノ品位ノ優劣画然タルモノアルニ拘ハラズ，等シク
松印ノ一等證票ヲ貼用セルガ如キハ，検査ノ不厳正
ニ伴フ證票ノ濫用ヲ証明スルニ足ルベシ」 
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制度的・組織的対応（福井県） 
精練工程 

• 精練工程 

–精練業者間で仕事の争奪が激しく，練賃の低下，
練減歩合の競争，職工の争奪などが盛んに行わ
れるようになり，その結果精練の品質低下が招
かれた 

• 民間の対応：精錬業者の組織化（練進会） 

–精練仕上品の不正検査 

–不正品をつくった精練業者は除名． 

–土場（水分を含ませ量目増量） → 標準量目設定 
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制度的・組織的対応（福井県） 

• 政府の対応： 

 

• 「輸出羽二重取締規則」 （農商務省，1905） 

–輸出羽二重にマグネシウム・塩類・糖分その他農
商務大臣の指定する材料を使用して増量するこ
とを禁止 

• 「輸出羽二重精練法」（1906） 

–精錬業の営業が許可制に 
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制度的・組織的対応（福井県） 
精練工程 

• 福井県の対応： 

• 精錬業の合併促進（福井県知事） 

–福井県精練株式会社設立（1911） 

• 14工場の合併による 

–過度の産地内競争の弊害根絶，技術改善，製品
の統一のため 

• 福井県絹織物同業組合 

–雲形除去のための研究，奨励制度を設立 
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検査法の改善 

• 福井県絹織物同業組合 

–松竹梅の三等級制度の整備（1893） 

–組合証票のない製品の売買禁止 

– 「検査標準品」設定，検査基準の統一． 

• 組合検査が県に移管（1909） 

–農商務省の輸出絹織物検査所規定に定められ
た検査設備，検査方法 

–検査費の国庫補助 
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生鮮食料品市場の
情報伝達 
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Fafchamps, Hill, Minten (2008) 

• 生鮮食料品の品質情報は，上流から下流ま
で，バリューチェーン上を伝わっているか？ 

• 伝わっているなら，どのような情報が？ 

 

• バリューチェーン上のプレーヤー（生産者，流
通業，加工業，小売）を大規模調査 

• インドの4つの州，400生産者，400流通業者 
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理論的枠組み 
Lancasterモデル 

• 消費者の効用 

𝑈 = 𝑈 𝑞𝑖
0, 𝑞𝑖

1, 𝑞𝑖
2, ⋯ , 𝑞𝑖

𝑁 =  𝛼𝑘𝑞𝑖
𝑘

𝑁

𝑘=0

 

• 2財の価格差は属性の差： 
𝑈 𝑞𝑖

0, ⋯ , 𝑞𝑖
𝑘 , ⋯ , 𝑞𝑖

𝑁 − 𝑝𝑖
= 𝑈 𝑞𝑗

0, ⋯ , 𝑞𝑗 
𝑘 , ⋯ , 𝑞𝑗

𝑁 − 𝑝𝑗 

𝑝𝑖 − 𝑝𝑗 ≈
𝜕𝑈

𝜕𝑞𝑘
𝑞𝑖
𝑘 − 𝑞𝑗 

𝑘  

 
40 

財を属性の束とみなす 

属性の差が価格差として表れる 



理論的枠組み 
Lancasterモデル 

• 属性情報の伝達と生産 
–属性情報が買い手に伝わり，評価されなければ，
生産者はその属性を生産しない 

• 買い手による属性の識別 

–買い手による属性の識別コストが高いと，その属
性は生産されず，価格差は縮減する 

• 売り手による属性情報の開示 

–買い手による属性識別コストが中間的なとき，生
産者は，属性を開示することもある 
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形 大きさ 生産者 農薬 

形 大きさ 買い手 農薬 

価格 

属性 

買い手に 
観察不可 

価格に反映
されない 



生鮮食料品の属性 
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観察可 
• 形状 
• 大きさ 
• 色 
• 香り 
• パッケージ 

観察不可 
• 味 
• 肥料 
• 農薬 
• 防カビ財 
• 防虫剤 



 

44 



生産者が認識する 
品質の決定要因 

 

45 

買い手に 
観察可能 



トレーダーが認識する 
品質の決定要因 
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生産者に比べて色，
香り，味をあまり評
価していない 



情報の伝達 
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「買い手が観察可能」と農家が思っている属性 

農家が買い手に伝達している慣行 



• 価格の決定要因 
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Post- 
harvest  
practices 
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まとめ 

• 観察できない属性（農薬の使用等）は，価格
に反映されていない 

• 観察できない属性の情報は，バリューチェー
ンを伝わっていない 

• 生産者は量と観察可能な属性の改善に注力
（規格・選別，乾燥，梱包） 
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食品のトレーサビリティ 

• 食品のトレーサビリティ 

– 「生産、加工及び流通の特定の一つまたは複数
の段階を通じて、食品の移動を把握できること」 

 

• コメ，牛肉について義務化 

–米トレーサビリティ法（2010年施行） 

–牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に
関する特別措置法（2003年） 
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安定同位体比検査 
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http://www.isotope.sc/Test/origin_test_index.html 



 

政府の役割 
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事例の総括 

• 自主的な統治がなされる 

–同業組合による統治，検査，参入規制 

• 地方自治体・国によるガバナンスへ移行する 

–第三者検査機関の設立 

–法による各種規制 

• 政府の姿勢 

–当初は民間に任せる（自由競争の遵守） 

–次第に介入の度合いを強める 

 
55 



品質問題に対する政府の介入 
上野（1994：第III章）；正田（1972） 

• 情報収集と伝達 
– 「領事報告」等の情報収集と伝達 

• 研究技術開発と普及 
– 国立試験場・研究所の設立 

– 講習会，博覧会，品評会，共進会の開催 

• 第三者検査・認証 
– 検査所の設立 

• 同業組合の組織化 

• 各種規制（法律，省令，行政指導等による） 
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論点 

• 品質問題にどのレベルで取り組むべきか？ 

–個別業者  同業組合  地方自治体  国 

 

• 政府や地方自治体は介入すべきか？ 

• Yesなら，どのような？方法は？ 

 

• 民間の自主的なガバナンスを促進するには，
どうすればよいか？ 
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政府の役割？ 

• 品質問題は個別事業者でも対処可能 

–ブランド，商票，etc 

• 政府が介入すべき根拠は？ 

– 「声価」＝公共財 

  供給に強制力やコーディネーションが必要 

–検査基準の中立化・客観化 

 “certifying certifiers” 

• 認証・格付機関と依頼主の間の利益相反 
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介入の方法？ 

• 参入規制？ 

–粗製濫造の背景：「大量，かつ急激な新規業者の
産業への参入」（正田，1972） 

– 免許制 

 

•  自由競争との兼ね合い 

– コメの県営検査：法律によらず省令・行政指導 

• 最低品質基準 vs. 免許制 
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